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１ 計画策定の趣旨 

 

 「食」は、人間が生きていく上で基本的な営みの一つであり、心身ともに健康な生活を送るためには

健全な食生活は欠かせないものです。また、｢食｣は人に生きる喜びや楽しみを与え、家族や友人、知人

とのつながりを深める等、心豊かな暮らしの実現に大切な役割を担っています。 

胎内市では、平成 24 年３月に「胎内市食育推進計画」、平成 29 年３月に「第２次胎内市食育推進計

画」を策定しました。「ふるさとの恵みに感謝！食で育む元気なからだ 豊かなこころ」を目指す姿とし、

「健康につながる食生活の確立」「地産地消の推進と食の安全性の確保」「食文化の伝承・発展」「食を取

り巻く環境問題への取組」「人づくり・市の活性化」という５本柱を基本方針として、関係者が連携して

取り組んできました。 

第２次計画策定から５年が経過し、小中学生の朝食摂取率が増加、食事のあいさつができる子どもの

割合の増加、食育の認知度の増加などに対して、一定の効果が得られました。しかし、依然として、若

い世代の朝食摂取率の低さ、園児・小学生・中学生の肥満者の割合が多いこと、成人期の肥満者が多い

ことなど健康面での課題などが見受けられます。また、健康面だけではなく、地域の豊かな食を推進し

ていくことや、食品ロスを少なくして、食を持続可能なものにしていくことにも引き続き取り組んでい

く必要があります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、調理や共食をとおした食育活動は大きな制限を受けている

状況です。一方で、コロナ禍によって在宅時間が増加したことにより、自分自身の生活習慣や食生活を

改めて見つめなおす機会にもなっています。 

このような市の現状や、国や県の食育計画の改定内容、様々な社会情勢を踏まえ、ここに第３次胎内

市食育推進計画を策定します。 
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２ 基本理念 

 

胎内市の基本理念である「自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”」を目指し、市では健康づく

りのゴールを「その人らしい豊かな人生の構築」としました。（図表１）病気にならないように、「病気

ゼロ」だけを目標とするのではなく、たとえ病気があっても元気に過ごせるように『心身のマイナス要

因を減らす』といった疾病対策と、『心身のプラス要因を増やす』といった元気対策を、その人にあった

バランス加減を大切にしながら総合的な健康づくり事業を実施しています。（図表２） 

 

図表 １                   図表 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の策定にあたっては、関係各課の庁内推進会議を重ね、第２次計画の評価及び課題の整理を行い、

胎内市食育推進ネットワーク会議、胎内市健康づくり推進協議会等から審議していただきました。 

本計画の基本理念は引き続き「食を通して健全なからだと豊かなこころを育む」とし、キャッチフレ

ーズや５つの基本方針もこれまでと同様のものを掲げ、第３次計画でも継続した取り組みを推進してい

くこととします。 

  

◆胎内市の基本理念 

「自然が活きる、人が輝く、

交流のまち“胎内”」を 

目指し、様々な部門で活動を行っています。 

 

◆健康づくり部門のねらい 

「自分らしい豊かな 

人生の構築」 

 

◆健康たいない 21の基本理念 

～大目標～ 

「自分の明日に向かって 

ともに元気になれるまち」 

病気と元気の関係の図  健康たいない 21より 

           

 

   

その人らしいバランス加減が大切 

心身のマイナス 

要因を減らす 

心身のマイナス 

要因を増やす 

検査データ  

食生活 酒 

たばこ 休養 

運動 睡眠 

夢 つながり 

仲間 ふれあい 

目標 生きがい 

ゆとり 語らい 
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第３次胎内市食育推進計画 推進体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ キャッチフレーズ ～ 

ふるさと胎内の恵みに感謝！食で育む元気なからだ 

  豊かなこころ  

基本理念 「食」を通して 健全なからだと 

豊かなこころを育む 

健康寿命の延伸のため、子どもから高齢者まで食に 

ついて関心を持って食を選択する力を身につけ、適切

な食生活を実践する人を増やす 

 

１ 健康につながる食生活の確立 

２ 地産地消の推進 

３ 食文化の伝承・発展 

４ 食を取り巻く環境問題への取組 

５ 人づくり、市の活性化 

大目標 

５つの基本方針 

協働・連携 

 

食育関係機関・団体 

胎内市 地域振興局 

個人 

保育園・学校等 

栄養士会 

地 域 

関係団体 
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３ 計画の位置づけ 

 

 本計画は、食育基本法第 18条に基づく市町村食育推進計画として位置づけ、胎内市として今後の食育

推進の方向性を定め、国、県と協力しながら、関連施策を総合的、計画的に推進するための計画としま

す。 

 なお、本計画は、胎内市総合計画を上位計画とし、その他の関連する計画と整合性を図りながら実施

するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

 

 本計画の推進期間は、令和４年度から令和８年度の５年間とし、毎年度の進行管理を行うとともに、

必要に応じて見直しを行います。 

 なお、計画の遂行に伴う具体的な施策等の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の発生状況

や国・県の動向により、変更となる場合があります。 

 

≪参考≫これまでの胎内市食育推進計画の実施期間 

平成 24年度 ～ 平成 28年度 第１次胎内市食育推進計画 

平成 29年度 ～ 令和 ３年度 第２次胎内市食育推進計画 

 

「食育」とは 

 

食育基本法の中では「食育」

を「生きる上での基本であっ

て、知育、徳育及び体育の基礎

となるべきものとして位置づ

けています。 

食育基本法 

食育推進基本計画（国） 
（法第 16条） 

食育推進計画（県） 
（法第 17条） 

食育推進計画（市） 
（法第18条） 胎内市食育推進計画 

≪関連計画≫ 
胎内市健康増進計画（健康たいない 21） 

胎内市歯科保健計画（健口たいないワッハッ歯プラン） 

胎内市子ども・子育て支援事業計画 

胎内市環境基本計画 

胎内市教育振興基本計画 など 

胎内市総合計画 


